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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
都
市
計
画
の
変
更
（
五
件
）
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く

り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
・
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）…
一

○
東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
の
収
納

委
託
…
…
…（
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
育
成
支
援
課
）…
二

○
公
有
水
面
埋
立
工
事
の
し
ゅ
ん
功
認
可
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
離
島
港
湾
部
管
理
課
）…
二

規

則
（
教
）

○
東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
東
京

都
市
計
画
用
途
地
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
用

途
地
域

第
二
種
住
居
地

域

追
加
す
る
部
分

千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目
地
内

近
隣
商
業
地
域

追
加
す
る
部
分

足
立
区
柳
原
二
丁
目
地
内

商
業
地
域

削
除
す
る
部
分

千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目
地
内

準
工
業
地
域

削
除
す
る
部
分

足
立
区
柳
原
二
丁
目
地
内

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
千
代
田
区
役
所
及
び

足
立
区
役
所

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
東
京

都
市
計
画
地
区
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

千
住
大
川
端
地

区
地
区
計
画

変
更
す
る
部
分

足
立
区
千
住
関
屋
町
及
び
千
住
曙
町
各

地
内

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
足
立
区
役
所

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
東
京

都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
都
市
高
速
道
路

第
一
号
線

追
加
す
る
部
分

大
田
区
大
森
南
四
丁
目
、
大
森
南
五
丁

目
、
昭
和
島
一
丁
目
、
昭
和
島
二
丁
目
、

羽
田
空
港
一
丁
目
及
び
東
糀
谷
六
丁
目

各
地
内

削
除
す
る
部
分

大
田
区
羽
田
空
港
一
丁
目
地
内

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
東
京

都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
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い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
都
市
高
速
道
路

第
一
号
線

追
加
す
る
部
分

中
央
区
銀
座
三
丁
目
、
銀
座
四
丁
目
及

び
築
地
一
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

中
央
区
銀
座
三
丁
目
地
内

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
武
蔵

野
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

武
蔵
野
都
市
計
画

道
路三

・
四
・
三
号

高
井
戸
小
平
線

削
除
す
る
部
分

武
蔵
野
市
西
久
保
一
丁
目
及
び
西
久
保

二
丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
南
町
一
丁
目
、
吉
祥

寺
南
町
二
丁
目
、
吉
祥
寺
南
町
三
丁
目
、

吉
祥
寺
南
町
四
丁
目
、
御
殿
山
一
丁
目
、

吉
祥
寺
本
町
二
丁
目
、
吉
祥
寺
本
町
三

丁
目
、
中
町
二
丁
目
、
西
久
保
一
丁
目
、

西
久
保
二
丁
目
、
関
前
一
丁
目
、
関
前

二
丁
目
、
関
前
四
丁
目
及
び
関
前
五
丁

目
各
地
内

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

弁
護
士
法
人
ブ
レ
イ
ン
ハ
ー
ト
法
律
事
務
所

千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

新
国
際
ビ
ル
四
階

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
又

は
歳
出
の
内
容

東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
六
十
六
号
）
に
規
定
す
る
東
京
都
母
子
及
び
父

子
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

三

指
定
日

令
和
七
年
六
月
一
日

四

委
託
日

令
和
七
年
六
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
十
四
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
青
ヶ
島
港
港

湾
区
域
内
公
有
水
面
埋
立
て
に
係
る
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ

ん
功
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日

青
ヶ
島
港
港
湾
管
理
者

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

令
和
七
年
六
月
十
六
日

二

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

三

埋
立
区
域

㈠

位
置

青
ヶ
島
村
地
先
青
ヶ
島
港
港
湾
区
域
内
公
有
水
面

㈡

区
域

区
域
一－

一

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑤
の
地
点
と
①
の
地

点
と
を
結
ぶ
平
成
二
十
年
の
秋
分
の
満
潮
位
（
工
事
基
準
面
上

Ｄ．

Ｌ．

＋
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸

地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

基
準
点
（
北
緯
三
二
度
二
六
分
五
〇
秒
八
七
、
東

経
一
三
九
度
四
五
分
三
一
秒
五
六
）
か
ら
一
四
七

度
二
一
分
四
一
秒
一
五
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
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点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
二
二
度
一
六
分
二
九
秒
七
八
・

四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
三
一
二
度
一
六
分
五
一
秒
一
四
・

九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
四
二
度
一
六
分
一
八
秒
九
五
・
九

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
一
八
四
度
二
五
分
三
八
秒
二
二
・

五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

一
、
二
九
五
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

ふ
頭
用
地

五

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
二
十
一
年
四
月
十
六
日

二
十
港
島
管
第
千
三
百
六
十
一

号
六

法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村

青
ヶ
島
村

規

則
（
教
）

東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
八
号

東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京

都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
管
理
課
の
項
第
六
号
中
「
、
同
小
笠
原
高
等
学
校
及

び
同
し
い
の
木
特
別
支
援
学
校
」
を
「
及
び
同
小
笠
原
高
等
学
校
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正

後
の
東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
規
定
は
、
令
和

七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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